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   小学校教職員を対象とした新型コロナウイルス感染症に係る社会的検査について 
 
 保護者の皆様におかれましては、平素より本校における感染拡大防止対策に係る対応にご理
解・ご協力をいただきありがとうございます。 
 さて、別紙松阪市教委員会からの通知文にあるとおり、本校においても社会的検査を実施いた
します。検査につきましては下記日程で実施し、市教育委員会の示す学級閉鎖の考え方に基づ
き、陽性となった教職員の状況に応じて学級閉鎖等の措置を講じます。また、検査対象には給食
調理員も含まれていることから、状況によっては給食を提供できなくなることも考えられます。

そうした場合の対応についてもご理解、ご協力をお願いします。 
 

記 
 

１ 検査実施日及び学級閉鎖等措置を講じる可能性がある日 
１回目…令和４年２月２４日（木）【２/２６（土）～３/ ２（水）】  
２回目…令和４年３月 ３日（木）【３/ ５（土）～３/ ９（水）】 
３回目…令和４年３月１７日（木）【３/１９（土）～３/２３（水）】 
※検査結果については、土日のうちに把握できる予定です。 
※上記【 】内の期間は、検査によって教職員に陽性者が判明した場合に学級閉鎖等の措
置が講じられる可能性のある日程です。 

※学級閉鎖等については陽性者との最終接触日翌日から５日間ですので、上記【 】内の
期間は、学級閉鎖等の措置を講じた場合の最大の期間となります。 

 
２ 学級閉鎖等措置を講じた場合の取り組みについて 

     タブレットを活用した学習やワーク、プリント等の宿題    
     
 ３ 給食を提供できなくなる場合は、申し訳ありませんが、その期間、お弁当をお願いするこ

とになります。 
 
３ その他 

・児童との接触がない教職員が陽性となった場合は、当該教職員のみ自宅待機等とします。 
・学級閉鎖等の措置を講じる場合や給食を提供できない場合には、詳細を学校からメール
等でお知らせします。 

・３月６日（日）以降も、まん延防止等重点措置が延長された場合は、３月１０日（木）
【３/１２（土）～３/１６（水）】も検査実施日となります。 

 


